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【手続補正書】
【提出日】平成30年12月6日(2018.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯車加工装置（１００）を駆動する方法であって、この方法は、
前記装置（１００）で、第１のワークピース（１）の加工を実施する工程であって、
その加工により前記第１のワークピース（１）は高温になる第１の工程と、
高温状態で前記第１のワークピース（１）について少なくとも１つの固有ワークピース変
量（Ｗ．１）を決定する工程であって、
その決定のために、前記加工装置（１００）の測定装置（５０）が用いられる第２の工程
と、
前記第１のワークピース（１）の少なくとも１つの前記固有ワークピース変量（Ｗ．１）
と
基準ワークピース（Ｒ）の少なくとも１つの固有ワークピース変量（Ｗ．Ｒ）
に基づいて、補正決定を行う第３の工程を有し、
定常温度（ＴＶＨ）に到達した後、
前記加工装置（１００）において、
前記基準ワークピース（Ｒ）の前記固有ワークピース変量（Ｗ．Ｒ）が決定され、
前記補正決定の範囲で少なくとも１つの補正値が決定され、
前記少なくとも１つの補正値を考慮して装置の設定を調節し、
前記加工装置（１００）でさらなるワークピース（ｎ）の加工を実施する方法。
【請求項２】
　前記基準ワークピース（Ｒ）は、前記加工装置（１００）において、
停止（Δｔ）前に加工されたワークピースの１つであることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記第１のワークピース（１）の加工を実施する第１の工程と、
少なくとも１つの前記固有ワークピース変量（Ｗ．１）の決定する第２の工程が、
前記停止（Δｔ）後直ぐに前記加工装置（１００）内で実施されることを特徴とする
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　定常温度は、結果的に連続稼働中の前記加工装置（１００）となる前記加工装置（１０
０）の温度であることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記固有ワークピース変量（Ｗ．１、Ｗ．２、Ｗ．Ｒ）の決定が前記測定装置（５０）
の測定プローブ（５１）を用いて行われ、
前記測定装置（５０）は前記加工装置（１００）の一部であり、
前記固有ワークピース変量（Ｗ．１、Ｗ．２、ＷＲ）の決定中は、前記ワークピース（１
、２、Ｒ）は再度固定されない
ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　シャットダウンによる前記加工装置（１００）の停止、
メンテナンス又は修繕による前記加工装置（１００）の停止及び
修理による前記加工装置（１００）の停止
の３つの理由のうちの１つにより、前記停止（Δｔ）が生じるということを特徴とする
請求項１から５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記停止（Δｔ）が少なくとも１５分以上続くことを特徴とする請求項１から５のいず
れかに記載の方法。
【請求項８】
　前記加工装置（１００）で測定された温度が前記定常状温度（ＴＶＨ）より１０％以上
低ければ、
前記加工装置（１００）の休止が前記停止（Δｔ）として数えられ、
結果的に連続稼働中の前記加工装置（１００）となることを特徴とする
請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のワークピース（１）の加工を実施する第１の工程の前に、
前記加工装置（１００）で別のワークピース（０）の加工を実施する工程であって、
この前記別のワークピース（０）が加工中に高温になる第４の工程と、
冷却状態でこの前記別のワークピース（０）の１つまたは１つ以上の固有変量を決定する
工程であって、
この前記別のワークピース（０）が目標値と一致するかどうか決定する第５の工程とが、
この前記別のワークピース（０）で実施されることを特徴とする
請求項１から３のいずれかに記載の方法。
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